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～ 【条例】 用途地域 編 ～ 

 

１ 用途地域の確認 

届出住宅の敷地がどの用途地域にあるかを確認しましょう。 

なお、住居専用地域には、営業可能日数（家主居住型（P1-9）、認定京町家事業（P11-1）

を除く。）、市街化調整区域には、事業実施自体に制限があります。 

 

○ 確認方法 

◆ インターネットで確認 

  ① 次の URL 又は検索サイトでの検索を指定し、京都市のホームページのうち「京

都市都市計画情報等検索ポータルサイト」にアクセスしてください。 

   （URL：http://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/cityplanning/portal/） 

 

 

 

  ② 京都市都市計画情報等検索ポータルサイトのうち、都市計画を選択します。 

 

 

  ③ 利用条件等を確認のうえ、「同意します」をクリックしてください。 

 

  ④ 届出住宅の場所を検索（町名からや地図など）し、用途地域を確認してくださ

い。なお、地番では検索できませんので、表示された用途地域の図面上において、

届出住宅の場所がどの用途地域に属しているか御自身で御確認ください。 

 

 

 

 

 

京都市 都市計画 検 索 

http://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/cityplanning/portal/
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◆ インターネット接続環境をお持ちでない方は、都市計画局都市企画部都市計画課 

（075-222-3505）窓口にて、下図の形式で、無料で確認できます（検索結果を紙で出力

すること（有料）もできます。）。 

 住居専用地域 

 住居専用地域以外 

用途地域とは別に、地区計画、建築

協定、マンションでの禁止などによ

り、住宅宿泊事業ができないことが

ありますので、必ず制限を確認して

ください。 

→「４ 用途地域とは別に届出住宅 

を制限している地域等の確認（P８

－７）を御覧ください。 

上記とは別に、色が塗られていない地域で「市街化調整区域」となっている場合は、「２ 市

街化調整区域の確認（P８－５）」を御覧ください。 

① 届け出ようとす

る住宅の所在地を

クリックしてくだ

さい。 

② 用途地域が表示

されますので確認

します。 

③ 印刷マークをクリ

ック。 

④ 出力をクリック

すると、印刷され

ます。 
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※ 届出住宅の敷地が２つ以上の用途地域等にまたがっている場合は、実際に敷地の 

大きさやそれぞれの用途地域等の部分の面積を測量する必要があります。 

 過半を占める用途地域の制限が、敷地全体にかかってきます。 

住居専用地域 

住居専用地域以外 
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敷 地 

道路 

近隣商業地域 

住居専用地域 

【過半の考え方（例）】 

敷 地 

道路 

近隣商業地域 

住居専用地域 

 住居専用地域：敷地の６割 

→ 住居専用地域が敷地の６割 

近隣商業地域     ：敷地の４割 

 → 住居専用地域以外が敷地の４割 

過半は、住居専用地域 

第一種 

住居地域 

 住居専用地域：敷地の４割 

→ 住居専用地域が敷地の４割 

 第一種住居地域 ：敷地の４割 

 近隣商業地域  ：敷地の２割 

 → 住居専用地域以外の敷地 

 ４割と２割で、合計６割 

過半は、住居専用地域以外 
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２ 市街化調整区域の確認 

市街化調整区域においては、住宅として建てられていない建物での実施や家主不在型での実施が

制限される場合があります。 

家主不在型で住宅宿泊事業を計画する場合は、京都市開発指導課との事前協議が必要です。 

 

○ 市街化調整区域で届出前に事前に確認をしておいた方が良い住宅とは 

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、原則として住宅の建築や用途の

変更が制限されている区域です。 

また、市街化調整区域で建築が認められている住宅には、特定の権利を有する方が

居住していることが必要条件となる「属人性のある建築物（農業者用及び林業者用住

宅・その他の住宅等）」が多く存在しています。 

このため、「属人性のある建築物」において家主不在型で住宅宿泊事業を行うことは、

都市計画法に違反することとなります。 

そこで、市街化調整区域内において、家主不在型で住宅宿泊事業を行おうと計画さ

れている方は、住宅宿泊事業の届出前に、「属人性のある建築物」でないことを確認し

てください。 

「属人性のある建築物」には、以下の種類があります。 

○ 農業者用住宅 

○ 林業者用住宅 等 

 

○ 「住宅の用途」の確認方法 

市街化調整区域で、住宅宿泊事業者が家主不在型で住宅宿泊事業を計画されている

方は、住宅宿泊事業の届出を行う前に「住宅の用途」を確認してください。 

確認方法として、住宅宿泊事業の開設予定場所のわかる地図のほかに次の書類を用

意して、都市計画局都市景観部開発指導課の窓口にお越しください。 

 ア 事業計画の概要を確認できる書類 

 イ 建物の登記事項証明書 

 ウ 建築基準法第６条の２第１項の規定による確認済証、建築基準法第７条の２第５

項の規定による検査済証及び建築計画概要書 

○ ウの資料がない場合は、国土地理院航空写真 

（市街化調整区域に指定される前（本市の大部分の地域においては、昭和４６年

１２月２８日）から建築物が存在していたことを確認できる写真等） 

開発指導課の窓口にて、「住宅の用途」について、確認をします。確認の結果、「住

宅の用途」を記載した確認書を発行しますので、住宅宿泊事業の届出時に当該確認書

を添付してください（まれに、建築時期が古く確認ができない場合があり、不明とす

ることがあります。）。 

 

○ 「住宅」として建てられていない建物 

住宅として建てられていない建物の場合は、用途変更の手続が必要となる場合があ

ります。 

  都市計画局都市景観部開発指導課に事前に確認してください。 

 

 



   

8-6 

 

３ 都市計画区域外について 

 

 〇都市計画区域外とは 

  都市計画区域外とは、市街から離れた郊外等で、都市計画法が適用されない区域の

ことを言います。 

  都市計画区域外では、住宅宿泊事業の実施が可能ですので、下記の区域に該当して

いるか確認してください。 

 

 ※都市計画区域から除外される土地の区域 

 

 左京区大原百井町、大原大見町、大原尾越町、花脊別所町、花脊大布施町、花脊八桝

町、花脊原地町、久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町、

広河原杓子屋町、広河原能見町、広河原下之町、広河原菅原町および広河原尾花町の

全域 

  右京区嵯峨樒原蓮台、嵯峨樒原稲荷元町、嵯峨樒原岡ケ鼻、嵯峨若宮下町、嵯峨樒

原清水町、嵯峨樒原高見町、嵯峨樒原橋子、嵯峨樒原宮ノ上町、嵯峨樒原甲北町、嵯

峨樒原岩ノ上、嵯峨樒原大水口、嵯峨樒原辻田、嵯峨樒原鎧田、嵯峨樒原西ノ百合、

嵯峨樒原大久保、嵯峨樒原縄手下、嵯峨樒原神宝岩、嵯峨樒原東桃原、嵯峨樒原西桃

原、嵯峨樒原手取垣内、嵯峨樒原池ノ谷、嵯峨樒原千福田、嵯峨樒原大水上、嵯峨樒

原甲脇、嵯峨樒原蓮台脇、嵯峨樒原小山、嵯峨越畑手取垣内、嵯峨越畑正権谷、嵯峨

越畑正権条、嵯峨越畑上正権条、嵯峨越畑上新開、嵯峨越畑南下条、嵯峨越畑下新開、

嵯峨越畑上中溝町、嵯峨越畑下中溝、嵯峨越畑兵庫前町、嵯峨越畑筋違、嵯峨越畑竹

ノ尻、嵯峨越畑荒堀、嵯峨越畑南ノ町、嵯峨越畑中ノ町、嵯峨越畑北ノ町、嵯峨越畑

大円、嵯峨越畑大根谷、嵯峨越畑北ノ谷、嵯峨越畑中条、嵯峨越畑鍋浦、嵯峨越畑尻

谷、嵯峨越畑中畑、嵯峨越畑向山、嵯峨越畑桃原、嵯峨越畑桃原垣内、嵯峨越畑天慶、

嵯峨越畑上大谷、嵯峨越畑下大谷及び京北町の全域 

 

 ※上記の地域に該当がない場合、または、御不明な点がございましたら、都市計画局

都市企画部都市計画課（075-222-3505）にお尋ねください。 
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４ 用途地域とは別に民泊を制限している地域等の確認 

 用途地域の制限とは別に、以下の制度を活用して民泊を制限している地域等がありま

すので、次ページ以降の方法で御確認ください。 

 

 

【地区計画・建築協定】 

用途地域とは別に、都市計画法や建築基準法に基づき、地域のまちのルールを定める

「地区計画」や「建築協定」の制度を用いて、届出住宅を制限している場合があります。 

 

【地域景観づくり協議会】 

本市独自の制度として「地域景観づくり協議会」が認定されている地域があります。

地域によっては民泊等事業の開始に先立って、当該協議会との意見交換を求めている場

合があります。 

 

【宿泊業を禁止している分譲マンションについて】  

 分譲マンションでは管理規約や総会又は理事会の決議等により宿泊業を禁止している

場合がありますので、管理組合に十分に確認してください。 

 

※ 御不明な点等については、下記の担当窓口に御連絡ください。 

 

【問合せ先】 

制度名 担当課 連絡先 

地区計画 都市計画局都市企画部都市計画課 075-222-3505 

地域景観づくり協議会 都市計画局都市景観部景観政策課 075-222-3397 

建築協定 都市計画局建築指導部建築指導課 075-222-3620 
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〇 確認方法 

 ◆ 地区計画の確認方法 

  ① 地区計画が定められている場合は、「京都市都市計画情報検索システム」におい

て、都市計画情報の用途地域の画面に、地区計画名称と斜線が表示されます。 

   （システムについて→ 用途地域編 １ 用途地域の確認 参照） 

 

 

 

  ② 各地区計画の制限内容ついては、検索サイトで下図のとおり入力して検索し、

京都市のホームページのうち「地区計画」にアクセスしてください。 

 

 

  ③ ページ内の「地区計画の決定状況一覧表」をクリックすると、一覧が表示され

ますので、該当する地区計画名称をクリックしてください。進んだ先のページ内

にあるＰＤＦファイルを表示することで詳細を御確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市 地区計画 検 索 
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 ◆ 地域景観づくり協議会の確認方法 
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◆ 地域景観づくり協議会の確認方法 

 ① 地域景観づくり協議会を確認する場合は、「京都市都市計画情報検索システム」の

画面上部の「景観」をクリックして図面を切り替えてください。地域景観づくり協

議会が認定されている場合は、その名称と斜線が表示されます。 

 

     …景観規制の範囲 

（印刷画面） 

 
 

② 各協議会との意見交換となる行為や手続、意見交換の流れについては、検索サ

イトで下図のとおり入力して検索し、京都市のホームページのうち「地域景観づ

くり協議会」にアクセスしてください。 

 

 

  ③ 該当する協議会名称をクリックしてください。進んだ先のページ内にある「意

見交換の概要」のＰＤＦファイルを表示することで詳細を御確認いただけます。 

    各協議会の連絡先については、京都市景観政策課（075-222-3397）までお問合

せください。 

 

 

 

地域景観づくり協議会 検 索 

① 「景観」を

クリックして

ください。 

② プルダウンから

「規制情報 景観

保全」を選択。 
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◆ 建築協定の確認方法 

   ① 検索サイトで下図のとおり入力して検索し、京都市のホームページ「京都市

内の建築協定」にアクセスしてください。 

    

 

   ② ページ内の該当の行政区をクリックしてください。建築協定が締結されてい

る地区がある場合、その名称と町名を確認することができます。お調べの地域

の町名が該当する場合、建築協定の概要と区域をＰＤＦファイルで確認するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市 建築協定 検 索 
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 ③ 建築協定は各地区において運営委員会が組織されています。計画地が建築協定区

域に含まれる場合、運営委員会との事前手続が必要です。各運営委員会の連絡先は

京都市建築指導課（075-222-3620）までお問合せください。 

 


